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臨
時
職
員(

保
健
師)
の

登
録
を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
繁
忙
期
や
職
員
の
出

産
な
ど
に
よ
る
長
期
休
暇
等
の
場

合
に
、
保
健
師
の
臨
時
職
員
を
任

用
し
て
い
ま
す
。
希
望
の
方
は
ご

登
録
く
だ
さ
い
。
な
お
、
登
録
完

了
後
は
、
臨
時
職
員
を
任
用
す
る

必
要
が
出
た
場
合
に
ご
連
絡
い
た

し
ま
す
。

▼
業
務
内
容
＝
成
人
健
診
の
保
健

指
導
・
乳
幼
児
健
診
等

▼
勤
務
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時
15
分

▼
賃
金
等
＝
日
額
9
、0
0
0
円　

交
通
費
は
別
途
支
給

▼
登
録
方
法
＝
上
三
川
町
臨
時
職

員
登
録
申
請
書（
健
康
課
で
配
布

又
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）に
写
真（
縦
4
c
m

×
横
3
c
m
）を
貼
付
し
、
保
健

師
免
許
の
写
し
を
添
え
て
健
康
課

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

上三川町
交通事故発生状況

10 月 11 月

件数 8件 9件

負傷者数 10人 13人

死者数 0人 0人

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
☎028ー684ー5458

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　

☎
○56
9
1
3
3

元
気
ア
ッ
プ
栄
養
教
室
の

お
知
ら
せ

　

町
保
健
師
・
管
理
栄
養
士
に
よ

る
生
活
習
慣
病
予
防
講
座
の
他
、

ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
が
低
カ
ロ
リ
ー
で

塩
分
の
少
な
い
簡
単
料
理
を
一
緒

に
作
り
な
が
ら
お
伝
え
し
ま
す
。

開
催
日
の
1
週
間
前
ま
で
に
お
電

話
に
て
ご
予
約
下
さ
い
。

▼
対
象
＝
町
内
在
住
の
20
歳
～
74

歳
の
方

▼
日
程
＝

　

1
月
23
日（
月
）「
減
塩
に
つ
い

て
」

　

2
月
21
日（
火
）「
悪
玉
コ
レ
ス

テ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
」

▼
時
間
＝
午
前
9
時
30
分
～
午
後

1
時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

▼
費
用
＝
1
回
に
つ
き
5
0
0
円

▼
定
員
＝
各
回
24
名

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　

☎
○56
9
1
3
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入
札
参
加
資
格
申
請

　

平
成
29
・
30
年
度
の
、
町
の
建

設
工
事
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・

物
品
等
の
入
札
参
加
資
格
申
請
受

付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▼
期
間
＝
2
月
1
日（
水
）～
15
日

（
水
）（
必
着
）

▼
受
付
方
法
＝
郵
送
ま
た
は
宅
配
。

（
記
録
が
残
る
も
の
）

　

た
だ
し
、
町
内
に
本
店
、
支
店

又
は
営
業
所
を
有
し
て
い
れ
ば
持

参
に
よ
る
受
け
付
け
も
で
き
ま
す
。

▼
提
出
先
＝
〒
3
2
9
‐
0
6
9
6 

上
三
川
町
し
ら
さ
ぎ
一
丁
目
1
番

地 

総
務
課　

管
財
係
ま
で

▼
申
請
種
別
＝
建
設
工
事
・
建
設

関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・
物
品
役

務▼
製
本
方
法
＝
製
本
不
要
。
ク
リ

ア
ホ
ル
ダ
ー
に
挟
み
込
ん
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
記
載
要
領
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
掲
載
。
総
務
課
窓
口
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課　

管
財
係

　

☎
○56
9
1
1
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平
成
29
年
2
月
よ
り
、特

殊
詐
欺
撃
退
機
器
貸
出

事
業
を
開
始
し
ま
す
！

　

上
三
川
町
で
は
、
オ
レ
オ
レ
詐

欺
や
還
付
金
詐
欺
な
ど
の
特
殊
詐

欺
か
ら
町
民
の
財
産
を
守
る
た
め
、

無
償
で「
特
殊
詐
欺
撃
退
機
器
」を

貸
し
出
し
ま
す
。

　
「
特
殊
詐
欺
撃
退
機
器
」と
は
、

固
定
電
話
に
設
置
す
る
も
の
で
、

電
話
着
信
時
に
、「
こ
の
電
話
は

振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
犯
罪
被
害

防
止
の
た
め
、
会
話
内
容
が
自
動

録
音
さ
れ
ま
す
。」と
警
告
ア
ナ
ウ

ン
ス
が
を
流
し
、
会
話
を
自
動
録

今月の納期
納期限1月31日（火）
町県民税…………第4期
国民健康保険税…第7期
介護保険料………第5期
後期高齢者医療保険料… 第7期

今月の休日納税相談

日時＝1月29日（日）
午前 8時30分〜

正午
場所＝1階　税務課窓口

連絡先＝税務課 納税係

☎56 9121

火災情報は� ☎537311へ

お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

音
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

H
P
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記

ま
で
、
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課　

交
通
防
災
係

　

☎
○56
9
1
1
5

「
動
く
知
更
相
」の
開
催

　

療
育
手
帳
の
再
判
定
及
び
相
談

を
巡
回
し
て
行
う「
動
く
知
更
相
」

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
2
月
27
日（
月
）午
前
10

時
～

▼
場
所
＝
小
山
市
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

▼
内
容
＝

　

①
療
育
手
帳
の
再
判
定
等

　

②
そ
の
他
生
活
相
談
等

▼
申
込
期
限
＝
1
月
27
日（
金
）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　

☎
○56
9
1
2
8
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上
三
川
町
赤
ち
ゃ
ん
誕

生
祝
金
制
度
に
つ
い
て

　

こ
の
制
度
は
、
第
3
子
以
降
の

子
の
誕
生
に
つ
い
て
健
や
か
な
成

長
を
願
い
祝
う
と
と
も
に
、
誕
生

祝
い
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り

子
育
て
に
要
す
る
経
費
の
軽
減
を

図
る
も
の
で
す
。

▼
支
給
対
象
者
＝

　

第
3
子
以
降
の
子
を
出
産
し
た

方
又
は
そ
の
配
偶
者
で
、
次
に
掲

げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

○�

出
産
の
日
ま
で
引
き
続
き
1
年

以
上
当
町
に
住
所
を
有
し
て
い

る
。

○�

出
産
し
た
子
以
外
に
、
現
に
2

人
以
上
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
。

▼
祝
い
金
の
金
額
＝

　

第
3
子
以
降
の
子
1
人
に
つ
き

20
万
円

▼
必
要
書
類
等
＝

○�

上
三
川
町
赤
ち
ゃ
ん
誕
生
祝
金

支
給
申
請
書

○
印
か
ん

○�

戸
籍
謄
本（
上
三
川
町
に
本
籍

が
あ
る
方
は
、
必
要
あ
り
ま
せ

ん
）

▼
申
請
期
限
＝

　

出
産
日
の
翌
日
か
ら
1
年
以
内

▼
申
請
方
法
＝

　

必
要
書
類
を
そ
ろ
え
て
福
祉
課

子
ど
も
・
子
育
て
係
へ
ご
申
請
く

【犯罪被害相談日時】 平日午前10時〜午後4時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ  ☎028ー643ー3940

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

子
ど
も
・
子
育
て
係

　

☎
○56
9
1
3
0

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購

入
費
補
助
制
度
に
つ
い
て

　

こ
の
制
度
は
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ

ー
ト
を
購
入
し
た
町
民
の
方
に
、

購
入
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ

と
に
よ
り
、
子
育
て
に
要
す
る
経

費
の
軽
減
と
乳
児
の
乗
車
中
の
事

故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
も

の
で
す
。

▼
補
助
対
象
者
＝

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
購
入
し

た
保
護
者
で
、
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
方

○�

扶
養
す
る
乳
児
が
購
入
時
に
１

歳
未
満
で
あ
る
。

○�

購
入
日
お
よ
び
申
請
日
に
、
保

護
者
と
該
当
乳
児
が
町
内
に
住

所
登
録
を
し
て
い
る
。

○�

道
路
運
送
車
両
法
の
保
安
基
準

に
適
合
す
る
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
で
あ
る
。

▼
補
助
額
＝

　

購
入
価
格（
税
込
価
格
）の
3
分

の
1（
1
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）

で
、
上
限
は
1
0
、0
0
0
円
に

な
り
ま
す
。

　

※
乳
児
1
人
に
つ
き
1
台
の
み

の
補
助
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
期
限
＝

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入
日

か
ら
1
年
以
内

　

※
申
請
は
、
使
用
す
る
児
童
の

出
生
後
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法
＝

　

補
助
金
交
付
申
請
書
等
、
必
要

書
類
を
そ
ろ
え
て
福
祉
課
子
ど

も
・
子
育
て
係
へ
ご
申
請
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

子
ど
も
・
子
育
て
係

　

☎
○56
9
1
3
0

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申

請
は
お
済
み
で
す
か
？

▼
申
請
期
限
＝
1
月
20
日（
金
）

　

※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
期
限

が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
申

請
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
給
付
金
を

受
け
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

《
臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て
》

　

消
費
税
増
税
に
伴
い
、
所
得
の

少
な
い
方
へ
支
給
す
る
給
付
金
で

す
。

　

対
象
者
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

方
に
は
、
申
請
書
を
お
送
り
し
て

い
ま
す
。
年
度
途
中
で
税
の
申
告

を
し
、
非
課
税
に
な
っ
た
方
は
福

祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　

☎
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9
1
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野
生
鳥
獣
の
捕
獲
等
に

つ
い
て

　

野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害

防
止
や
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
保

持
す
る
た
め
に
は
、
捕
獲
等
に
よ

る
野
生
鳥
獣
の
個
体
数
管
理
が
必

要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
捕
獲
等
を

行
う
狩
猟
者
は
、
人
と
野
生
鳥
獣

の
共
生
や
自
然
環
境
の
保
全
に
大

き
く
貢
献
す
る
存
在
と
言
え
ま

す
。

　

特
に
狩
猟
期
間（
11
月
15
日
～

2
月
15
日
）に
あ
っ
て
は
、
山
林

等
に
入
る
際
は
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

・
狩
猟
者（
ハ
ン
タ
ー
）が
入
っ
て

い
る
場
所
や
猟
銃
の
音
が
し
た
方

向
に
は
近
づ
か
な
い
。

・
明
る
い
色
や
目
立
つ
服
装
で
、

ラ
ジ
オ
や
鈴
な
ど
を
携
行
し
自
分

の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

・
わ
な
設
置
の
標
識
が
あ
る
場
所

に
は
近
づ
か
な
い
。
狩
猟
期
間
以

外
で
も
許
可
に
よ
る
捕
獲
等
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

産
業
振
興
課　

農
産
園
芸
係

　

☎
○56
9
1
3
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カ
ラ
ス
駆
除
の
実
施
に
つ

い
て

　

カ
ラ
ス
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
有
害
鳥
獣

の
駆
除
を
実
施
し
ま
す
。
駆
除
は

銃
器
を
使
用
し
て
行
い
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
＝

　

1
月
28
日（
土
）・
29
日（
日
）

　

午
前
7
時
～
午
後
5
時

▼
実
施
場
所
＝
上
三
川
町
内
全
域

▼
対
象
鳥
獣
＝
カ
ラ
ス

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

産
業
振
興
課　

農
産
園
芸
係

　

☎
○56
9
1
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家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1
日

現
在
、
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ

ま
す
。　

町
で
は
、
家
屋
の
新
増

築
・
取
り
壊
し
の
調
査
に
努
め
て

い
ま
す
が
、
特
に
取
り
壊
し
の
場

合
、
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た

方
又
は
取
り
壊
す
予
定
の
あ
る
方

は
、
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

資
産
税
係

　

☎
○56
9
1
2
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資
産
税
係
か
ら
お
知
ら
せ

償
却
資
産
の
申
告
は
1
月

31
日（
火
）ま
で

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
・
家
屋

の
ほ
か
償
却
資
産（
事
業
用
）の
所

有
者
に
対
し
て
も
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
29
年
1
月
1
日
現
在
、
町

内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

方
は
、
1
月
31
日（
火
）ま
で
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
＝
平

成
29
年
1
月
1
日
現
在
、
町
内
に

存
在
す
る
事
業
用
資
産（
土
地
・

家
屋
を
除
く
）の
う
ち
、
減
価
償

却
費
が
損
金
や
必
要
経
費
に
算
入

さ
れ
る
資
産
で
次
の
よ
う
な
も
の
。

○ 

構
築
物（
門
、
塀
、
看
板
、
駐

車
場
の
舗
装
路
面
等
）

○ 

機
械
、
装
置
及
び
こ
れ
に
付
帯

す
る
設
備

○ 

船
舶（
ボ
ー
ト
、
釣
船
等
）

○ 

車
両（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等
、

た
だ
し
自
動
車
税
、
軽
自
動
車

税
対
象
車
両
は
除
く
）

○ 

工
具
、
器
具
、
備
品（
机
、
椅
子
、

パ
ソ
コ
ン
、
陳
列
ケ
ー
ス
等
）

※
申
告
用
紙
は
税
務
課
に
あ
り
ま

す
。
な
お
、
平
成
28
年
に
申
告
の

あ
っ
た
方
に
は
12
月
中
に
申
告
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
届
い
て

い
な
い
場
合
に
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

資
産
税
係

　

☎
○56
9
1
2
3

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

▼
募
集
住
宅
＝

　

愛
宕
町
営
住
宅

　

3
Ｄ
Ｋ　

2
戸

　

下
町
第
一
町
営
住
宅

　

2
Ｄ
Ｋ　

1
戸

　

下
町
第
一
町
営
住
宅

　

3
Ｄ
Ｋ　

3
戸

　

下
町
第
二
町
営
住
宅

　

3
Ｄ
Ｋ　

2
戸

▼
受
付
期
間
＝

　

1
月
4
日（
水
）～

　

１
月
13
日（
金
）

　
（
土
日
、
祝
日
を
除
く
。）

▼
家
賃
月
額
＝

　

愛
宕

　

3
Ｄ
Ｋ（
昭
和
49
年
築
）

　

1
0
、7
0
0
～
2
1
、1
0
0
円

　

下
町
第
一

　

2
Ｄ
Ｋ（
昭
和
52
年
築
）

　

1
0
、8
0
0
～
2
1
、3
0
0
円

　

下
町
第
一

　

3
Ｄ
Ｋ（
昭
和
54
年
築
）

　

1
2
、6
0
0
～
2
4
、8
0
0
円

　

下
町
第
二

　

3
Ｄ
Ｋ（
平
成
元
年
築
）

　

1
8
、1
0
0
～
3
5
、6
0
0
円

　

下
町
第
二

　

3
Ｄ
Ｋ（
平
成
3
年
築
）

　

1
8
、7
0
0
～
3
6
、8
0
0
円

※
入
居
者
の
年
収
等
に
よ
り
決
ま

り
ま
す
。

※
入
居
に
は
、
家
賃
の
3
か
月
分

の
敷
金
が
必
要
で
す
。

※
入
居
可
能
日
は
、
翌
月
1
日
に

な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
○56
9
1
4
5

上
三
川
町
空
き
家
対
策
の
推

進
に
関
す
る
条
例（
案
）に
関

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

の
実
施

　

近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
空
き

家
等
の
適
正
管
理
を
実
現
す
る
た

め
の
条
例（
案
）を
ま
と
め
ま
し
た

の
で
、
広
く
町
民
の
皆
様
か
ら
の

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
ご
意
見
等
は
、
内
容

ご
と
に
整
理
・
分
類
し
、
町
の
考

え
方
を
つ
け
て
公
表
し
ま
す
。
な

お
、
個
々
の
ご
意
見
等
に
対
し
て

直
接
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

ご
了
承
願
い
ま
す
。

▼
公
表
す
る
資
料
＝「
上
三
川
町

空
き
家
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
案
）」

▼
資
料
閲
覧
期
間
・
意
見
募
集
期

間
＝
平
成
29
年
1
月
11
日（
水
）～

平
成
29
年
2
月
10
日（
金
）

▼
資
料
の
閲
覧
方
法
＝
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
役
場
町
民
ホ
ー
ル
、
建

築
課
窓
口
に
て
ご
覧
に
な
れ
ま
す

▼
意
見
等
を
提
出
で
き
る
方
＝
町

内
に
居
住
・
通
勤
・
通
学
す
る
方
、

町
に
納
税
義
務
を
有
す
る
方
、
本

案
件
に
利
害
関
係
を
有
す
る
個
人

ま
た
は
法
人

▼
意
見
の
提
出
方
法
＝
意
見
等
提

出
に
係
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
閲

覧
窓
口
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ

る
掲
載
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

※
な
お
、
ご
意
見
等
は
口
頭
・
電

話
で
は
受
付
し
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
○56
9
1
4
5

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

等
の
医
療
費
控
除

　

所
得
税
法
や
地
方
税
法
で
は
、

医
療
費
の
ほ
か
に
下
記
の
も
の
が

医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

1
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
利
用
料

の
個
人
負
担（
払
い
戻
し
を
受
け

た
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
除

く
）の
う
ち
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
・
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

等
が
発
行
す
る
領
収
証
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
医
療
費
控
除
対
象
額
。

〔
申
告
に
必
要
な
も
の
〕

　

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
領

収
書

2
．
お
む
つ
代

　

お
お
む
ね
6
ヶ
月
以
上
寝
た
き

り
の
状
態
に
あ
り
、
治
療
上
お
む

つ
の
使
用
が
必
要
な
方
の
お
む
つ

代（
紙
お
む
つ
の
購
入
料
・
貸
し

お
む
つ
の
賃
借
料
）。

〔
申
告
に
必
要
な
も
の
〕

　

①
お
む
つ
代
の
領
収
書

　

②
医
師
の
発
行
し
た「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」

※
2
年
目
以
降
一
定
の
条
件
を
満

た
す
方
に
限
り
、
②
の「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」を
町
保
険
課
で
発

行
す
る「
介
護
保
険
主
治
医
意
見

書
内
容
確
認
書
」に
代
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

高
齢
者
支
援
係

　

☎
○56
9
1
0
2

【とちぎ救急医療電話相談】�大人（15歳以上）の救急電話相談
☎♯7111　又は028-623-3344　【毎日】午後6時〜午後10時
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【とちぎ子ども救急電話相談】�お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
☎028ー600ー0099　又は♯8000　【月〜土曜日】午後6時〜翌朝8時　【日・祝日】午前8時〜翌朝8時（24時間）

都
市
公
園
内
水
道
の
休

止
に
つ
い
て

　

冬
期
の
水
道
管
凍
結
防
止
の
た

め
、
一
部
の
都
市
公
園
内
の
水
道

を
次
の
期
間
休
止
し
ま
す
。ま
た
、

当
該
期
間
は
ト
イ
レ
の
使
用
も
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
水
道
休
止
期
間
＝

　

平
成
28
年
12
月
28
日（
水
）～

　

平
成
29
年
2
月
28
日（
火
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

都
市
建
設
課　

管
理
係

　

☎
○56
9
1
4
6

地
域
内
生
活
道
路
の
除
雪

作
業
の
協
力
願
に
つ
い
て

　

昨
今
の
異
常
気
象
に
よ
り
、
大

雪
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

町
で
は
幹
線
道
路
や
通
学
路
な
ど

の
除
雪
作
業
を
町
内
の
建
設
業
者

に
依
頼
し
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
全
て
の
道
路
の
除
雪

作
業
を
行
う
こ
と
は
、
大
変
困
難

な
状
況
で
あ
り
ま
す
。

　

地
域
内
の
生
活
道
路
に
つ
き
ま

し
て
は
、
引
き
続
き
ご
近
所
と
の

協
力
に
よ
り
ま
す
、
地
域
ぐ
る
み

の
除
雪
作
業
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
ま
た
、
除
雪
し
た
雪
は
狭
い

道
路
な
ど
の
民
有
地
に
置
く
こ
と

と
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
改
め

て
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

都
市
建
設
課　

管
理
係

　

☎
○56
9
1
4
6

1
月
は
受
益
者
負
担
金
の

納
付
月
で
す

　

受
益
者
負
担
金
と
は
下
水
道

（
公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
）

が
整
備
さ
れ
た
区
域
の
人
に
そ
の

建
設
費
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た

だ
く
制
度
で
す
。

　

1
月
31
日（
口
座
振
替
日
は
20

日
）は
受
益
者
負
担
金
第
四
期
分

の
納
期
限
に
な
り
ま
す
の
で
、
分

割
納
付
を
お
選
び
に
な
ら
れ
た
お

客
様
に
つ
き
ま
し
て
は
、
納
期
ま

で
に
納
付（
前
日
ま
で
に
口
座
残

高
の
確
認
）い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
期
を
20
日
以
上
過

ぎ
ま
す
と
督
促
手
数
料
が
発
生
し

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

業
務
係

　

☎
○56
9
1
6
8

精
神
障
害
サ
ポ
ー
ト
教
室

　

統
合
失
調
症
に
つ
い
て
、
正
し

い
知
識
・
新
し
い
情
報
・
対
応
方

法
な
ど
を
学
び
あ
い
な
が
ら
、
こ

こ
ろ
の
病
を
も
つ
方
を
深
く
理
解

し
、
障
害
を
も
つ
人
も
、
も
た
な

い
人
も
自
分
ら
し
く
豊
か
な
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目

指
し
て
、
精
神
障
害
サ
ポ
ー
ト
教

室
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

▼
内
容
＝

　

当
事
者
の
体
験
か
ら
学
ぶ

▼
日
程
＝

　

平
成
29
年
2
月
9
日（
木
）

※
申
込
締
切
＝
平
成
29
年
2
月
2

日（
木
）ま
で

▼
時
間
＝
午
後
2
時
～
4
時

▼
場
所
＝
栃
木
県
庁
小
山
庁
舎 

4
階
大
会
議
室（
小
山
市
犬
塚
3

‐
1
‐
1
）

▼
定
員
＝
会
場
の
都
合
で
定
員
を

設
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す（
※
要

予
約
）

※
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
県
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ

ー　

健
康
支
援
課

  

☎
0
2
8
5
(2
2
︶
6
1
9
2

年末年始の業務等のお知らせ
○ごみの収集
　12月31日(土)から1月3日(火)まで休み
▶問い合わせ先＝

　住民生活課　生活環境係　☎○56 9131
○し尿のくみ取り
　栃南産業(株)
　12月29日(木)から1月3日(火)まで休み
　(有)マルフジ
　12月29日(木)から1月3日(火)まで休み
▶問い合わせ先＝

　栃南産業㈱　☎○53 5557
　㈲マルフジ　☎○56 6544
○クリーンパーク茂原の休業日
　12月31日(土)から1月3日(火)まで休み
▶問い合わせ先＝
　クリーンパーク茂原

　☎028（654）0018
○医療機関等
　ご自身のかかりつけ医に、年末年始の診療
日を事前にご確認ください。なお、救急診療
については、夜間休日急患診療所(Ｐ9参照)
もしくは、在宅当番医をご利用ください。
▶問い合わせ先＝

　健康課　成人健康係　☎○56 9133
○上下水道指定工事店
　上下水道の年末年始の業務については、指
定工事店において当番が決まっております。

（広報12月号に当番の一覧が掲載されています）
▶問い合わせ先＝上下水道課

� 上水道係　☎○56 9169
� 業務係　　☎○56 9168
� 下水道係　☎○56 9144
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●●●●
●●●

●●
●●
●●

●●
●●

●●
●●

上三川北地域福祉センターカレンダー

☎56 6685▶問い合わせ先＝

開館時間＝午前8時30分〜正午、午後1時〜5時（●印は休館日）

こ こ ろ の 相 談
開催日＝1月22日（日）
　　　　2月28日（火）
相談時間＝午前9時〜正午
　　　　 （1人あたり 1時間）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝カウンセラー
※事前予約が必要です。
▶問い合わせ先＝
　健康課　成人健康係

　☎56 9133

隣　保　相　談
地域住民の生活上の相談、

人権にかかわる相談に応じます。

▶日時＝1月22日（日）

　　　　午前　時〜正午

▶場所＝東館南集会所

▶問い合わせ先＝

　福祉課　福祉人権係

　☎56 9128

法　律　相　談
日時＝1月15日（日）
　　　午前10時〜午後1時（1人20分）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）
＝1月4日（水）〜 13日（金）
費用＝無料
連絡先＝福祉課�福祉人権係
☎56 9128　 FAX 56 6868

心 配 ご と 相 談
日時＝第2・第4水曜日
　　　午前9時〜正午（祝日を除く）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
内容＝ 日常生活上に生じる心配ごと、

困りごとなど
問い合わせ先＝
上三川町社会福祉協議会

☎56 3166

平
成
28
年
度「
と
ち
ぎ
の

企
業
！
魅
力
体
験
バ
ス
ツ

ア
ー
」開
催

　

栃
木
県
で
は
、
県
内
企
業
就
職

を
希
望
し
て
い
る
学
生（
大
学
・

短
大
・
高
専
・
専
修
学
校
等
）及

び
学
校
卒
業
後
3
年
以
内
の
未
就

職
者
を
対
象
に「
と
ち
ぎ
の
企
業

魅
力
体
験
バ
ス
ツ
ア
ー
」を
開
催

し
ま
す
。

　

参
加
を
希
望
す
る
方
は
、
と

ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
://w

w
w
.to
c
h
ig
i-

w
o
rk2
.n
et

）
か
ら
参
加
申
込
書

を
印
刷
し
、
必
要
事
項
を
ご
記
入

の
上
、
労
働
政
策
課
宛
て
に
フ

ァ
ッ
ク
ス
（
0
2
8
（
6
2
3
）

3
2
2
5
）
ま
た
は
郵
送
（
〒

3
2
0
‐
8
5
0
1　

宇
都
宮

市
塙
田
1
‐
1
‐
2
0
）
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
・
場
所
＝

●
第
3
回
：
2
月
10
日（
金
）

・
株
式
会
社
ナ
カ
ニ
シ（
製
造
業
）

・
株
式
会
社
オ
ー
タ
ニ（
食
品
小

売
業
）

●
第
4
回
：
2
月
16
日（
木
）

・
北
日
本
ガ
ス
株
式
会
社（
ガ
ス

事
業
）

・
株
式
会
社
タ
ス
ク（
医
療
用
機

器
製
造
業
）

▼
参
加
費
＝
無
料

　
（
集
合
・
解
散
場
所
ま
で
の
往
復

交
通
費
及
び
昼
食
代
は
各
自
負
担
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
労
働
政
策
課
雇
用
対
策

担
当

���

☎
0
2
8
(6
2
3
︶
3
2
2
4

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

を
利
用
し
て
み
ま
せ
ん

か
!!

　

改
善
セ
ン
タ
ー
は
、
農
村
経
営

や
生
活
改
善
の
合
理
化
、
あ
る
い

は
地
域
の
皆
さ
ん
の
健
康
増
進
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
る

た
め
の
施
設
で
す
。

　

施
設
に
は
、
多
目
的
ホ
ー
ル
や

会
議
室
、
和
室
、
調
理
実
習
室
、

研
修
室
等
が
在
り
ま
す
の
で
、
余

暇
活
動
や
地
域
で
の
サ
ー
ク
ル
活

動
等
で
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
開
館
時
間
＝

　

火
～
土
曜
日

　

午
前
9
時
～
午
後
9
時
30
分

　

日
曜
日
・
祝
日

　

午
前
9
時
～
午
後
5
時

▼
休
館
日
＝
月
曜
日
、
12
月
29
日

～
翌
年
1
月
3
日

▼
利
用
で
き
る
方
＝
町
民
及
び
町

内
に
勤
務
し
て
い
る
方

▼
利
用
料
＝
有
料（
詳
細
は
公
社

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

▼
申
込
方
法
＝
1
ヶ
月
前
か
ら
公

社
窓
口

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
（
公
財
︶上
三
川
町
農
業
公
社

　

☎
○56
4
3
1
2

1
　
月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2
　
月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

【交通事故巡回相談】� 日時＝1月11日（水）　費用＝無料
連絡先：栃木県交通事故相談所��☎028ー623ー2188


